
告 示

公 告

�愛媛県告示第７８６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の８第２項の規

定により、指定構造計算適合性判定機関から次のとおり構造計算適

合性判定の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があった。

平成３０年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

ビューローベリタスジャパン株式会社

神奈川県横浜市中区山下町２２番地

２ 変更する構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

� 変更前

名 称 事務所の所在地

東京御茶ノ水事
務所 東京都千代田区神田駿河台２丁目８番

省略

� 変更後

名 称 事務所の所在地

東京御茶ノ水事
務所 東京都千代田区神田駿河台４丁目３番地

省略

３ 変更年月日

平成３０年９月３日

�公 告

採石業務管理者試験の実施について

採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条の１３第１項の規定に基づ

き、採石業務管理者試験を次のとおり実施する。

平成３０年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第二別館６階大会議室）

２ 試験の日時

平成３０年１０月１２日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

平成３０年９月７日（金）から１８日（火）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部土木管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方局

建設部若しくは土木事務所
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